
「店頭CFD取引 契約約款」の一部改正について 

 

下 線 部 変 更 

（平成28年12月19日） 

現 行 変 更 後 

第１条    （省 略） 

 

第２条（口座開設） 

お客様は、本約款に定める店頭ＣＦＤ取引を行

うことを目的として、当社所定の本約款および取

引説明書、その他当社の定める規則等を十分に理

解し、かつこれらに異議なく承諾のうえ、本人確

認の手続など、当社所定の手続により口座開設の

申込を行うものとします。ただし、申込にあたっ

ては以下の各号の要件を満たしていることを必要

とします。 

（１）満年齢が20歳以上75歳未満であること。 

 

（２）金融資産が50万円以上あること。 

 

（３）日本国内に居住していること（国籍は問わな

い）。 

（４）パソコンで本取引を行うためのインターネット

利用環境が整っていること。 

（５）お客様固有の電子メールアドレスを登録するこ

と。 

（６）個人情報が正確に提供されること。 

（７）当社より提供される書面の電子交付に承諾する

こと。 

（８）電子メールまたは電話の通信手段により、常時

連絡が取れること。 

（９）同一サービスの取引口座を保有していないこ

と。 

（10）反社会的勢力と一切関係がないこと。 

 

 

 

 

 

２. お客さまが法人である場合の口座開設基準は、

次の通りとする。 

（１）日本国内に本店があること。 

（２）パソコンで本取引を行うためのインターネット

利用環境が整っており、法人固有の電子メール

アドレスを登録すること。 

第１条   （現行どおり） 

 

第２条（口座の開設） 

お客様は、口座の開設申込にあたっては、以下

の各号の要件を満たしていることを必要としま

す。 

 

 

 

 

<<個人のお客様>> 

（１）満年齢が20歳以上75歳未満の行為能力を有

する個人であること 

（２）本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容

について十分理解していること 

（３）ご自身の判断と責任により本取引を行うこ

とができること 

（４）金融資産が50万円以上あること 

 

（５）日本国内に居住していること 

 

（６）日本国以外には納税義務がないこと 

（７）オンライン取引を行うためのインターネッ

ト利用環境が整っていること 

（８）お客様固有の電子メールアドレスを登録す

ること 

（９）個人情報が正確に提供されること 

 

（10）当社より提供される書面の電子交付に承諾

すること 

（11）電話または電子メールなどで常時連絡が取

れること 

（12）既に本取引口座を開設していないこと 

（13）反社会勢力と一切関係がないこと 

<<法人のお客様>> 

（１）日本国内に本店が登記されている法人であ

ること 

（２）商業登記簿上の本店にて郵便物の受領が可

能なこと 

 



現 行 変 更 後 

（３）お客さまの法人情報および取引担当者の個人情

報が正確に提供されること。 

 

（４）当社より提供される書面の電子交付に承諾する

こと。 

（５）取引および取引に付随する行為について権限を

有する個人（以下「取引担当者」）を選任（法人

代表者と同一も可）すること。また、取引担当者

は当社が定める基準を満たしていること。当社が

定める「取引担当者」の基準は以下のとおり。 

  ・日本国内に居住する満年齢が20歳以上の個人で

あること。 

  ・法人代表者に代わり当社との取引について、責

任および権限があること。 

  ・法人の役職員であること。 

（６）電子メールまたは電話等の通信手段により、常

時連絡が取れること。 

（７）同一サービスの取引口座を保有していないこ

と。 

（８）原則、投資法人、投資事業組合またはそれらに

準ずる法人、団体等でないこと。 

（９）法人および取引担当者が、反社会的勢力と一切

関係がないこと。 

（10）純資産が50万円以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 当社は、第１項または第２項および当社の本取引

口座開設基準に基づき、口座開設の可否を審査し、

当社が口座開設に応諾した場合に限り、お客様は本

取引を行うことができるものとします。なお、当社

は、審査の結果、口座の開設をお断りする場合があ

りますが、その理由については、お客様に開示しな

いものとします。 

 

（３）オンライン取引を行うためのインターネッ

ト利用環境が整っており、お客様固有の電

子メールアドレスを登録すること 

（４）お客様の法人情報および取引担当者の個人

情報などが正確に提供されること 

（５）当社より提供される書面の電子交付に承諾

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）電話または電子メールなどで常時連絡が取

れること 

（７）既に本取引口座を開設していないこと 

（８）原則として、投資法人、投資事業組合また

はそれらに準ずる法人、団体等でないこと 

（９）法人、法人代表者、実質的支配者およびそ

の他の法人関係者が反社会的勢力と一切関

係がないこと 

（10）純資産が50万円以上であること  

 

<<取引担当者基準>> 

（１）満年齢が満20歳以上75歳未満の行為能力を

有する個人であること 

（２）日本国内に居住していること 

（３）オンライン取引を行なうためのインターネ

ット利用環境が整っていること 

（４）口座名義人である法人に籍があること 

（５）法人代表者に代わり当社との取引について、

責任および権限があること 

（６）反社会的勢力と一切関係がないこと 

 

２ 当社は、第１項および当社の口座開設基準に基づ

き、口座開設の可否を審査し、当社が口座開設に応

諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことがで

きるものとします。なお、当社は、審査の結果、口

座の開設をお断りする場合がありますが、その理由

については、お客様に開示しないものとします。 

 

 



現 行 変 更 後 

 

４   （省 略） 

５. 本取引を開設したお客さまが、第２条第１項も

しくは第２項を満たさなくなった場合には、直ちに

当社に対して通知するものとします。 

 

 

（以下省略） 

 

 

附則 

本規定は、平成28年10月１日より施行する。 

 

 

３   （現行どおり） 

４. 本取引を開設したお客さまが、第２条第１項を

満たさなくなった場合には、直ちに当社に対して通

知するものとします。 

 

 

（以下現行どおり） 

 

 

附則 

本規定は、平成28年12月19日より施行する。 

 

 


